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【公開日】平成20年9月11日(2008.9.11)
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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  31/04     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  33/12     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  27/16     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  27/30     (2006.01)
   Ｂ３２Ｂ  27/32     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  31/04    　　　Ｆ
   Ｃ０８Ｌ  33/12    　　　　
   Ｃ０８Ｌ  27/16    　　　　
   Ｂ３２Ｂ  27/30    　　　Ａ
   Ｂ３２Ｂ  27/30    　　　Ｄ
   Ｂ３２Ｂ  27/32    １０３　

【手続補正書】
【提出日】平成21年9月2日(2009.9.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　ところで、太陽電池用裏面保護シートは、太陽電池素子を封止するために用いられる充
填材としてのエチレン‐酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）樹脂の外表面に加熱プレスによっ
て接着される。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　しかしながら、上記の特開平１１－２６１０８５号公報（特許文献１）で提案された太
陽電池用裏面保護シートは、使用初期の段階では耐候性を有するが、太陽電池素子を封止
するために用いられる充填材としてのＥＶＡ樹脂との密着性に劣るという問題がある。こ
のため、この太陽電池用裏面保護シートは、その密着性を経時的に維持することができな
いので、剥離し、太陽電池モジュールの裏面を保護することができなくなり、長期間にわ
たって耐候性を維持することができない可能性がある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１４】
　図１に示すように、太陽電池モジュール１００には、多数個の太陽電池素子１が配列さ
れている。これらの太陽電池素子１は電極２を介して相互に接続配線３によって電気的に
接続され、太陽電池モジュール１００全体としてはリード線４によって裏面側に端子５が
取り出され、端子５は端子箱６に収納されている。エチレン－酢酸ビニル共重合体（ＥＶ
Ａ）樹脂からなる充填材７が多数個の太陽電池素子１を封止するために配置されている。
太陽電池モジュール１００の受光面側に位置する充填材７の外表面には、透明ガラス層８
が固着されている。太陽電池モジュール１００の設置面側に位置する充填材７の外表面に
は、本発明の太陽電池用裏面保護シート１０が固着されている。なお、太陽電池モジュー
ル１００の側面にはアルミニウム製枠部材９がシール材を介して取り付けられている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　図２に示すように、太陽電池用裏面保護シート１０は、太陽電池モジュール１００に相
対的に近い側（内側）に配置される内層から、密度が０．９１ｇ／ｃｍ３以上０．９３ｇ
／ｃｍ３以下の直鎖低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）を含有する第１のフィルム１１、
ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）とポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）を含有する
混合樹脂フィルムからなる第２のフィルム１２の順に積層されている。第１のフィルム１
１と第２のフィルム１２との間には、接着剤層１３が配置されている。第１のフィルム１
１は、充填材７の表面に接するように固着される。この固着は、加熱プレスを用いて行わ
れる。第２のフィルム１２は、太陽電池用裏面保護シート１０の最外層に配置される。接
着剤層１３は、ドライラミネート用接着剤からなる。第１のフィルム１１の厚みは３０～
１００μｍ程度であり、第２のフィルム１２の厚みは５～３０μｍ程度である。第２のフ
ィルム１２としての混合樹脂フィルムを構成するポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）とポ
リメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）の混合比率は、ＰＶＤＦ／ＰＭＭＡ＝１／９～９／
１であるのが好ましい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　第１のフィルム１１と第２のフィルム１２は、公知の方法を用いて積層することができ
る。たとえば、２液硬化型ウレタン系接着剤、ポリエーテルウレタン系接着剤、ポリエス
テル系接着剤、ポリエステルポリオール系接着剤、ポリエステルポリウレタンポリオール
系接着剤等を用いたドライラミネーションを採用して、図２に示すように接着剤層１３を
介在させて、第１のフィルム１１と第２のフィルム１２を積層する方法以外に、共押出し
、押出しコート、アンカーコート剤を用いた熱ラミネーション等による方法を採用しても
よい。ドライラミネーション法を採用して第１のフィルム１１と第２のフィルム１２を積
層するのが好ましく、特に、ウレタン樹脂を含む接着剤を用いてドライラミネーション法
によって積層するのが好ましい。


	header
	written-amendment

